
第二次市子ども・子育て支援事業計画に掲げる施策体系の見直しについて（案） 

 

○ 施策体系の見直しについて 

 ・ 次世代育成支援対策推進法に基づく計画の施策体系について、現計画の施策体系を基本としつつ、国等の動向や本市の子ども・子育てをめぐる現状等を踏まえ、次のとおり案を示すもの。 

 ・ 本日の分科会で本案について意見をいただき、その結果を踏まえ、今後、事務局で計画のたたき台を作成してまいりたい。 

                                                                           ※下線部が変更箇所 

現計画の施策体系 

 

次期計画の施策体系 

Ⅰ 安心して子どもを産み育てることができるための支援 Ⅰ 安心して子どもを産み育てるために 

 Ⅰ-1 安心して妊娠・出産ができる環境の整備  Ⅰ-1 安心して妊娠・出産・子育てができる環境の整備 

Ⅰ-2 就労と子育ての両立支援 Ⅰ-2 就労と子育ての両立支援 

Ⅰ-3 男女共同参画の推進  

Ⅱ 子どもが乳幼児期から成人になるまで、ひとしく、はつらつ、すこやかに育ま

れるよう支援 
Ⅱ 子どもが健やかに育まれるために 

 Ⅱ-1 子どもの人権尊重の推進   

Ⅱ-2 子どもの健全育成 Ⅱ-1 健やかな心が育まれるための支援 

Ⅱ-3 健康な子どもを育てるための支援 Ⅱ-2 子どもが健康に育つための支援 

Ⅱ-4 乳幼児期から成人まで切れ目ない療育支援の推進 Ⅱ-3  切れ目のない療育支援の推進 

Ⅱ-5 生きる力を育む教育の推進 Ⅱ-4  質の高い教育・保育の提供 

Ⅱ-6 学童期・思春期から成人期に向けた保健対策の推進 Ⅱ-5 学童期からの保健対策の推進 

 Ⅲ 支援を必要とする子どもとその家庭のために★新規 

   Ⅲ-1児童虐待防止対策の推進 

 Ⅲ-2子どもの貧困対策の推進 

 Ⅲ-3子どもと家庭への支援 

Ⅲ 子育てを、まちの復興とともに社会全体で支援 Ⅳ 子育てを地域全体で支えるために 

 Ⅲ-1 地域におけるさまざまな子育て支援  Ⅳ-1 共創による子育て支援 

Ⅲ-2 子育てに配慮した生活環境の整備  

Ⅲ-3 安心して遊べる生活環境の整備  

Ⅲ-4 支援を必要とする子どもとその家庭への取組み  

Ⅲ-5 子育て支援に関わる人材の創出と育成 Ⅳ-2 子育て支援に関わる人材の育成 

 

資料２ 

人権尊重 

人権擁護 

統合 

新規 


